
窓口支援事例 【山形県 知財総合支援窓口】 

企業情報                                         

株式会社ＫＵＲＯＤＡ 

所在地 山形県天童市大字山元３４７ 

ホームページ URL http://ku-ro-da.jp 

設立年 ２０１４年  業 種 製造業 

従業員数 ４人  資本金 １００万円 

 

 当社は、発酵技術を活かした有機発酵肥料、植物活性液の開発と製造を行っています。 

１０年かけて肥料の元となる微生物の働きを見極めることに成功し、自然界に生息する地元

由来の菌を培養し、独自発酵液を完成させることができました。『自然にやさしく、健康で

元気な植物を育てる』を企業理念として、安全・安心・良質な作物を作る方へのお手伝いが

できる様に心がけ、私たちの世代のみならず、子供たち孫たちまでの健康を考え未来の地球

を健やかにするための商品開発を行っております。 

 

 自社開発の発酵液によって有機物のたん

ぱく質を分解して８０％程度をアミノ酸に 

変えることができるため、特に特別栽培米

への使用に向いています。このアミノ酸態 

窒素を与えることにより、硝酸態窒素の少

ない安全・安心な植物づくりに貢献しま 

す。また、植物に合わせた肥料づくりが出

来ることも大きな強みになっております。

 

 当社が開発した発酵肥料（アミノ酸肥料ともいう）「源」〔商

標登録第５７１９２８７号〕の特徴は、発酵する時間および微

生物や有機物の量を変えることで窒素・リン酸・カリ等の成分

調整を可能とする、アミノ酸態窒素の速効性のある有機肥料で

あることです。現在、市場流通している有機肥料はそのほとん

どが遅効性であり、速効性のある有機肥料が求められてきまし

た。有機１００％の肥料で発酵型のアミノ酸肥料はまだ多くあ

りません。開発した肥料では、水溶性のアミノ酸に変える働き

により作物に適した肥料づくりができるようになります。なお、この発酵肥料「源」の製造 

技術で山形県経営革新計画の承認を頂きました。 

  

企業概要 

自社の強み 

一押し商品 

 

知財総合支援窓口活用のポイント              

 

 知財総合支援窓口が開設される以前に弁理士からの助言・指導を受けて個人で商標登録ま

で行った経験があり、この度は、「独自に開発した化学物質を一切含まない有機発酵肥料の

製造・販売で使用している商標（ネーミング）を他人から使用されることを防ぐために商標

権で保護したい。」ということでご相談いただきました。 

 

 商標制度に関する基礎的知識をお持ちであり、「商標出願を考えているものがあるので先

願商標の調査方法を教えて欲しい。」というのが最初の相談内容でした。この度は法人とし

て既に使用している商標の権利保護と、今後のバリエーション展開やブランド化を視野に入

れた使用形態を検討していくこととしました。 

 

 パッケージ等に表示する文字商標について、使用に幅を持たせたいとのご希望から商標出

願は標準文字で行うこととしました。また、バリエーション展開時のパッケージの仕様など

についても提案させていただきました。さらに、ＯＥＭ供給先の業者が取扱う商品は異なる

商標で流通させることで直販商品と区別させると共に、価格戦略により市場での優位性を確

保しながら販売拡大を図っています。 

 

 同社は、当該商標を付した商品販売を先行しており、他者から先に商標出願されることは

避けたいとの思いが強く、調査支援から出願支援まで短期間で実施することになりました。

商標登録されたことで、より積極的な事業展開ができているようです。また、ＯＥＭ契約も

成立するなど、商標を活用した事業展開と収益向上に繋げられているようです。 

 

 商品イメージと結び付けて考えた商標を他人から真似をされたくないとの思いから、商標

権で保護しておくべきと判断し、知財総合支援窓口で相談させていただき、先願商標の調査

方法や商標権の取得及び活用まで全般に渡り支援いただきました。その結果、企業が発展す

るためのアイテムとして知的財産の活用は欠かせないものと認識を新たにすることができ

ました。誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

窓口活用のきっかけ 

最初の相談概要 

その後の相談概要 

窓口を活用して変わったところ 

これから窓口を活用する企業へのメッセージ

商標制度に関して一層の理解を深めたことで、事業に有効に活用していただけ

ているようです。顧客が求めるニーズに合致した商品を開発し、販路開拓を図

りながら事業展開していることは、今後の事業拡大ひいては企業成長に繋がる

ものと考えます。これからも事業活動において知的財産を有効に活用していた

だけるよう支援していきたいと思います。 

窓口担当者から一言 （氏名：三宅茂樹）

kyoshida
スタンプ
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